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特別記事

橋
本
晃
和
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

［
　
主
論
文
「
民
意
政
治
学
」
は
、
日
本
の
有
権
者
の
政
治
意
識
に

関
し
て
、
い
く
つ
か
の
視
点
か
ら
分
析
し
た
総
合
的
な
研
究
で
あ
る
。

主
論
文
は
、
著
者
が
長
年
、
精
力
を
費
や
し
、
一
貫
し
て
追
及
し
て

き
た
研
究
の
集
大
成
で
あ
る
。

　
主
論
文
の
構
成
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

は
じ
め
に

総
論
そ
の
一
「
民
意
」
の
解
剖
は
如
何
に
し
て
可
能
か

総
論
そ
の
二
「
民
意
」
は
如
何
に
反
応
し
変
容
し
た
か

第
一
章
現
代
民
意
の
検
証
（
一
九
八
六
年
前
後
）

　
第
一
節
。
意
識
の
要
因
”
群
の
設
定

　
第
二
節
　
。
意
識
の
要
因
”
群
の
検
証

第
二
章
　
現
代
民
意
の
検
証
（
一
九
八
六
年
後
）

　
第
一
節
投
票
行
動
の
“
意
識
の
要
因
”
に
関
す
る
計
量
分
析

　
第
二
節
　
政
党
“
支
持
空
間
”
の
設
定
に
係
わ
る
多
変
量
解
析

第
三
章
　
現
代
民
意
の
変
容
（
一
九
八
九
年
前
）

　
第
一
節
自
民
党
と
「
政
権
ロ
イ
ア
ル
テ
ィ
」
意
識
の
構
造
分
析

　
第
二
節
社
会
党
と
「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
の
構
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造
分
析

第
四
章
　
現
代
民
意
の
変
容
（
一
九
八
九
年
前
後
）

　
第
一
節
　
変
貌
す
る
有
権
者
の
意
識
に
関
す
る
理
論
と
実
証

　
第
二
節
　
九
〇
年
総
選
挙
”
有
権
者
の
政
治
選
択

第
五
章
　
民
意
の
政
治
選
択
（
一
九
九
三
年
前
後
）

　
第
一
節
　
検
証
一
「
五
五
年
体
制
」
崩
壊
の
民
意
　
分
析
編

　
第
二
節
　
検
証
”
「
五
五
年
体
制
」
崩
壊
の
民
意
　
技
術
編

　
第
三
節
　
検
証
一
「
五
五
年
体
制
」
崩
壊
の
民
意
　
資
料
編

補
論
暮
ら
し
向
き
に
係
わ
る
政
治
的
態
度
の
分
析

結
び
に
か
え
て

二
　
主
論
文
を
構
成
す
る
各
章
の
内
容
を
要
約
し
て
み
る
と
、
ま
ず

「
総
論
そ
の
一
」
と
「
総
論
そ
の
二
」
で
は
、
主
論
文
の
基
本
的
枠

組
み
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
戦
後
政

治
を
、
一
九
四
九
年
か
ら
一
九
六
九
年
ま
で
の
第
一
期
、
一
九
六
九

年
か
ら
一
九
八
九
年
ま
で
の
第
二
期
、
一
九
八
九
年
以
降
の
第
三
期

に
分
け
、
各
期
に
お
け
る
投
票
行
動
の
規
定
要
因
に
つ
い
て
説
明
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
第
一
期
は
保
革
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
が
有
権
者
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
が
、
六
〇
年
安
保
以

降
の
高
度
経
済
成
長
時
代
に
入
る
と
有
権
者
の
関
心
が
政
治
領
域
か

ら
経
済
領
域
に
変
わ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
投
票
行
動
の
規
定
要
因
も

保
革
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
生
活
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
移
行
し
た
。
例
え

ば
、
第
二
期
前
半
で
は
、
豊
か
さ
感
、
政
治
満
足
度
、
変
革
不
安
が

規
定
要
因
と
し
て
作
用
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
湾
岸
戦
争
後
の
第
三

期
に
な
る
と
、
有
権
者
の
中
で
、
既
存
政
党
の
全
て
を
拒
否
す
る

「
政
党
は
み
だ
し
層
」
や
「
保
守
ー
革
新
」
の
軸
の
影
響
か
ら
遠
い

「
無
保
革
層
」
、
明
確
な
棄
権
集
団
な
ど
が
顕
在
化
し
て
い
っ
た
。
こ

う
し
て
、
こ
の
第
三
期
で
は
、
有
権
者
の
政
治
意
識
と
し
て
、
「
自

民
支
持
型
対
政
党
は
み
だ
し
層
」
、
「
保
守
的
立
場
対
脱
保
革
・

無
保
革
の
立
場
」
、
「
政
権
党
対
棄
権
党
」
と
い
う
三
つ
の
枠
組
み

が
出
来
上
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。

　
次
に
、
第
一
章
第
一
節
で
は
、
一
九
八
七
年
に
著
者
が
行
っ
た
調

査
に
基
づ
い
て
、
政
治
意
識
を
構
成
す
る
と
思
わ
れ
る
“
意
識
の
要

因
”
群
を
設
定
し
、
相
互
の
関
連
や
投
票
行
動
と
の
関
連
を
計
量
的

に
分
析
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
続
く
第
一
章
第
二
節
で
は
、

“
意
識
の
要
因
”
と
政
党
支
持
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
傾
向
を
計
量

的
に
探
る
試
み
を
行
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
第
一
章
は
、
第
二
章
以

降
の
本
格
的
な
分
析
の
た
め
の
準
備
作
業
と
も
い
う
べ
き
役
割
を
果

し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
第
二
章
で
は
、
一
九
八
六
年
前
後
の
わ
が
国
の
有
権
者

の
民
意
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
こ
の
時

期
に
、
有
権
者
の
中
の
ど
の
よ
う
な
意
識
が
「
自
民
投
票
－
非
自
民

投
票
」
を
分
け
る
要
因
と
な
っ
た
の
か
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
そ
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の
結
果
、
「
保
守
－
脱
保
革
」
の
政
治
的
態
度
、
生
活
態
度
（
階
層

意
識
）
、
年
齢
な
ど
の
要
因
が
高
い
説
明
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
分
析
を
通
し
て
、
「
若
者
の
保

守
化
」
と
言
わ
れ
る
現
象
が
、
実
は
、
若
者
の
脱
保
守
、
脱
革
新
に

よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
第
三
章
で
は
、
一
九
八
九
年
前
の
わ
が
国
の
有
権
者
の

民
意
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
ず
、
本
章
で
は
、
「
政
権
党

ロ
イ
ア
ル
テ
ィ
」
（
い
畠
巴
蔓
ε
O
o
お
ヨ
ヨ
①
旨
）
と
い
う
概
念
を

用
い
て
、
「
自
民
党
ロ
イ
ア
ル
テ
ィ
」
（
い
昌
巴
畠
8
い
U
℃
）
と
対

比
さ
せ
な
が
ら
、
有
権
者
の
意
識
を
分
析
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、

自
民
党
ロ
イ
ア
ル
テ
ィ
意
識
は
限
界
に
来
て
お
り
、
こ
れ
以
上
高
く

な
る
兆
候
が
見
ら
れ
な
い
と
と
も
に
、
自
民
党
が
政
権
党
ロ
イ
ア
ル

テ
ィ
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
一
九
八
九
年
ま
で
政
権
を
維
持
し
て
き

た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
著
者
は
、
こ
の
政
権
党
ロ
イ
ア

ル
テ
ィ
の
意
識
の
存
在
が
民
意
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
第
一
の
基
本
原
理
で

あ
る
と
し
、
八
九
年
参
院
選
の
社
会
党
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
争
点
対

立
や
自
民
党
へ
の
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
低
下
と
い
う
よ
う
な
事
態
に
陥
っ

た
と
き
、
第
一
党
に
対
し
て
ペ
ナ
ル
テ
ィ
を
与
え
よ
う
と
し
て
第
二

党
に
票
が
流
れ
る
、
「
政
権
党
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
」
に
対
す
る
逆
機
能

を
「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
う

し
て
、
著
者
は
、
一
九
八
九
年
参
院
選
に
お
け
る
与
野
党
逆
転
現
象

を
、
こ
の
「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
に
よ
っ
て
説
明

し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
ま
た
第
四
章
で
は
、
ま
ず
一
九
八
九
年
を
節
目
に
し
て
、
有
権
者

の
民
意
、
と
り
わ
け
、
自
民
・
社
会
両
党
を
は
じ
め
と
す
る
各
政
党

の
支
持
基
盤
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て

い
る
。
そ
の
上
で
、
投
票
行
動
の
対
立
軸
に
も
「
安
心
－
不
安
」
軸

と
い
う
よ
う
な
、
従
来
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
政
治
的
態
度
の
ニ
ュ

ー
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
登
場
し
て
き
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
具
体
的
に

は
、
同
一
の
政
党
支
持
的
態
度
を
持
っ
て
い
て
も
、
「
安
心
派
」
と

「
不
安
派
」
で
は
、
保
守
的
立
場
の
強
度
に
大
き
な
差
違
が
生
じ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
引
き
続
き
九
〇
年
総
選
挙
の
二
大
争
点
と
な
っ
た
「
消

費
税
」
が
有
権
者
の
意
識
を
形
成
す
る
重
要
な
要
因
と
な
っ
て
い
た

の
か
ど
う
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
ク
ラ
ス
タ
ー
分
析
の
手
法
を

用
い
て
検
証
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
「
消
費
税
」
が
投
票
行

動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
背
景
に
は
有
権
者

の
抱
く
「
不
公
平
感
」
が
拡
大
し
て
い
る
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。
言
い
換
え
る
と
、
消
費
税
は
単
独
要
因
と
し
て
で

は
な
く
、
不
公
平
感
を
伴
っ
て
初
め
て
投
票
行
動
に
対
す
る
大
き
な

規
定
要
因
と
し
て
作
用
し
た
わ
け
で
あ
る
。
最
後
の
第
五
章
で
は
、

一
九
九
三
年
前
後
の
有
権
者
の
政
治
意
識
、
と
り
わ
け
五
五
年
体
制
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の
崩
壊
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
ず
、
こ
の
時
期
の
有
権
者

は
、
経
済
問
題
に
関
す
る
業
績
が
プ
ラ
ス
の
方
向
に
評
価
で
き
な
く

な
る
と
、
自
分
の
持
つ
党
派
性
が
弱
く
な
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
こ
の
経
済
に
対
す
る
業
績
評
価
は
様
々

な
改
革
に
対
し
て
「
不
安
」
を
抱
か
せ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
、
こ

の
「
改
革
へ
の
不
安
－
改
革
へ
の
期
待
」
と
い
う
軸
に
は
、
従
来
の

既
存
政
党
の
軸
が
対
応
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

さ
ら
に
、
経
済
に
対
す
る
マ
イ
ナ
ス
の
業
績
評
価
と
、
改
革
へ
の
不

安
の
双
方
が
相
侯
っ
て
、
政
治
・
社
会
へ
の
不
満
を
形
成
し
て
い
っ

た
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
政
治
的
立
場
を
越
え
て
、

業
績
評
価
や
先
行
き
に
対
す
る
不
透
明
感
な
ど
を
感
じ
る
者
ほ
ど
政

権
交
代
を
望
む
よ
う
に
な
り
、
一
九
九
三
年
衆
院
選
に
お
け
る
政
権

交
代
が
生
じ
た
も
の
と
著
者
は
考
え
て
い
る
。

　
な
お
、
こ
の
主
論
文
「
民
意
政
治
学
」
は
、
副
論
文
「
「
新
・
無

党
派
」
が
政
治
を
変
え
る
」
と
相
互
補
完
関
係
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
副
論
文
と
し
て
の
単
著
、
第
一
版
（
一
九
九
二
年
出

版
、
『
民
意
の
政
治
改
革
』
）
は
、
戦
後
日
本
人
の
政
治
的
民
意
を
タ

テ
軸
、
投
票
行
動
を
規
定
す
る
“
民
意
の
要
因
”
を
ヨ
コ
軸
と
し
、

一
九
八
五
年
を
第
一
回
と
す
る
四
回
に
わ
た
る
調
査
の
実
施
を
通
じ

て
、
現
代
の
日
本
型
政
治
に
お
け
る
「
民
意
」
の
本
質
を
解
明
し
よ

う
と
し
た
基
礎
研
究
で
あ
る
。
主
論
文
は
、
こ
れ
を
受
け
継
い
で
主

に
一
九
八
O
年
代
後
半
か
ら
九
〇
年
代
中
頃
ま
で
の
日
本
人
の
政
治

的
民
意
の
変
化
を
解
明
す
る
た
め
に
、
計
量
的
な
分
析
を
試
み
た
も

の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
副
論
文
の
第
二
版
（
一
九
九
六
年
出
版
、
『
「
新
・
無
党
派

層
」
が
政
治
を
変
え
る
』
）
は
、
一
九
九
二
年
、
九
三
年
、
九
五
年

度
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、
民
意
の
担
い
手
の
中
で
も
、
選
挙
の
カ

ギ
を
握
る
「
新
・
無
党
派
」
の
視
点
か
ら
、
五
五
年
体
制
後
の
行
方

を
模
索
し
て
い
る
。

三
　
さ
て
、
主
論
文
、
及
び
副
論
文
を
通
し
て
、
著
者
の
研
究
を
評

価
す
る
と
、
次
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ω
　
投
票
行
動
と
し
て
の
選
挙
結
果
を
事
後
的
に
分
析
せ
ず
に
、

事
前
的
な
研
究
ア
プ
ロ
ー
チ
を
心
が
け
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、
有
権

者
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
を
占
め
る
「
支
持
政
党
な
し
」
の
分
析
に
も
、

早
い
時
期
か
ら
十
分
な
配
慮
を
行
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
し
て
、
選
挙
結
果
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
判
明
し
た
有
権

者
の
特
性
、
価
値
観
、
態
度
、
信
条
を
調
査
の
設
問
の
対
象
と
し
て
、

有
権
者
の
政
治
的
・
経
済
的
・
社
会
的
価
値
観
に
も
焦
点
を
当
て
て

い
る
。
こ
う
し
た
有
権
者
の
持
つ
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
観
、
態
度
、
信

条
の
意
識
が
、
選
挙
結
果
に
何
ら
か
の
イ
ン
パ
ク
ト
や
有
意
味
な
関

連
性
を
も
つ
と
き
、
著
者
は
、
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
〃
意
識
の
要

因
”
と
名
付
け
て
い
る
。
こ
の
中
に
は
、
従
来
の
投
票
行
動
研
究
で
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は
分
析
の
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
「
不
安
」
の
概
念
な
ど
、
著
者

の
独
自
性
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　
⑭
　
定
期
的
な
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
時
系
列
の
中
で

民
意
の
連
続
性
・
不
連
続
性
を
分
析
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
投

票
行
動
な
ど
に
対
す
る
独
立
変
数
と
し
て
有
効
な
“
意
識
の
要
因
”

群
の
チ
ェ
ッ
ク
を
繰
り
返
し
、
行
っ
て
い
る
。
こ
の
間
、
国
際
的
に

は
、
①
八
九
年
の
冷
戦
の
崩
壊
の
始
ま
り
、
②
九
〇
、
九
一
年
の
湾

岸
戦
争
が
起
き
、
国
内
的
に
は
、
③
八
○
年
代
後
半
の
バ
ブ
ル
経
済

の
謳
歌
と
そ
の
後
の
崩
壊
、
及
び
④
九
三
年
の
「
五
五
年
体
制
」
の

終
焉
が
、
戦
後
日
本
人
の
民
意
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な

っ
た
。
著
者
は
、
こ
う
し
た
、
①
②
③
を
民
意
の
三
大
変
動
要
因
と

呼
び
、
こ
れ
に
よ
り
、
わ
が
国
の
有
権
者
の
民
意
が
ど
の
よ
う
に
変

化
し
た
の
か
を
実
証
的
に
解
明
し
て
い
る
。

　
③
　
こ
う
し
た
様
々
な
変
動
要
因
が
民
意
に
大
き
な
影
響
を
与
え

る
場
合
、
“
民
意
の
要
因
”
間
の
「
因
果
関
係
」
と
「
方
向
性
」
を

測
定
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
民
意
を
解
明
す
る
上
で
重
要
な
手
掛

か
り
と
な
る
。
し
か
し
、
二
つ
の
質
問
項
目
間
の
関
係
を
論
じ
る
と

き
、
カ
イ
ニ
乗
検
定
を
使
用
し
て
も
限
界
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ど
ち

ら
の
変
数
が
原
因
で
ど
ち
ら
の
変
数
が
結
果
か
が
わ
か
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
著
者
は
検
定
の
取
り
方
を
工
夫
し
、
「
今
の
世

の
中
で
日
本
の
経
済
は
う
ま
く
や
っ
て
い
る
と
思
う
か
」
の
項
目
と

「
自
分
は
政
治
や
社
会
に
〃
満
足
〃
し
て
い
る
方
だ
と
思
う
か
」
の

項
目
と
の
間
に
ど
の
よ
う
な
「
因
果
関
係
」
と
「
方
向
性
」
が
あ
る

か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
分
析
の
結
果
、

「
日
本
経
済
は
う
ま
く
や
っ
て
い
な
い
と
思
う
」
が
原
因
と
な
り
、

そ
う
思
う
人
ほ
ど
「
政
治
や
社
会
に
”
満
足
”
し
て
い
な
い
」
と
い

う
結
果
を
示
す
傾
向
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
分

析
の
手
法
に
お
い
て
も
、
著
者
な
り
の
工
夫
を
し
よ
う
と
試
み
て
い

る
点
が
見
ら
れ
る
。

四
　
一
方
、
今
後
の
課
題
と
し
て
次
の
点
を
指
摘
で
き
る
。

　
ω
　
主
論
文
、
お
よ
び
副
論
文
に
お
い
て
、
民
意
の
把
握
が
選
挙

と
い
う
場
を
通
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
民
意
と
は
著

者
も
言
う
よ
う
に
、
「
選
挙
に
表
さ
れ
た
政
治
意
識
」
で
あ
り
、
従

来
の
投
票
行
動
研
究
と
切
り
離
さ
れ
て
議
論
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

そ
の
意
味
で
は
、
著
者
自
身
の
手
に
よ
り
、
自
身
の
研
究
が
従
来
の

投
票
行
動
研
究
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る

の
か
を
示
し
た
方
が
、
研
究
の
価
値
を
よ
り
明
確
に
で
き
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
。

　
⑭
　
多
変
量
解
析
を
分
析
で
用
い
る
場
合
に
、
数
量
化
理
論
二
類

を
採
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
ま
ま
で
は
従
属
変
数
と
独
立
変
数
の
間

の
関
係
は
析
出
で
き
て
も
、
独
立
変
数
間
の
因
果
関
係
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
数
量
化
理
論
二
類
に
お
け
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る
従
属
変
数
を
次
々
と
入
れ
替
え
る
こ
と
に
よ
り
、
有
権
者
の
意
識

構
造
を
重
層
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
る
。

　
③
　
著
者
は
、
従
来
の
投
票
行
動
研
究
が
、
有
権
者
の
行
動
に
共

通
す
る
構
造
を
示
す
理
論
や
モ
デ
ル
を
継
承
、
検
討
す
る
こ
と
に
比

重
が
置
か
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
現
実
の
政
治
状
況
に
対
す
る
説
明

力
を
優
先
さ
せ
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
意
欲
的
な
研
究

と
し
て
評
価
で
き
る
が
、
ま
だ
特
定
の
時
期
を
対
象
に
し
た
も
の
で

あ
り
、
今
後
、
さ
ら
に
時
間
を
お
い
て
次
の
ス
テ
ッ
プ
を
踏
む
余
地

が
残
さ
れ
て
い
る
。

五
　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
課
題
点
に
つ
い
て
も
、
主
論
文
、

お
よ
び
副
論
文
の
優
れ
た
価
値
を
損
な
う
も
の
で
は
な
い
し
、
橋
本

君
が
今
後
、
さ
ら
に
優
れ
た
研
究
を
続
け
て
い
く
こ
と
で
補
っ
て
い

く
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
橋
本
君
は

「
政
党
支
持
な
し
層
」
の
先
駆
的
研
究
者
と
し
て
、
学
会
に
意
義
の

あ
る
貢
献
を
果
た
し
て
き
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
審
査
員
一
同
は
、
主
論
文
、
お
よ
び
副
論

文
に
つ
き
、
わ
が
国
の
投
票
行
動
研
究
に
大
き
な
貢
献
を
す
る
も
の

で
あ
る
と
高
く
評
価
し
、
よ
っ
て
博
士
（
法
学
）
（
慶
鷹
義
塾
大
学
）

の
学
位
を
授
与
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
と
、
一
致
し
て
判

断
す
る
。

一
九
九
八
年
一
月
二
三
日

主
査

副
査

副
査

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員
法
学
博
士

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員
経
済
学
博
士

慶
磨
義
塾
大
学
大
学
院

政
策
メ
デ
ィ
ア
研
究
科
教
授

法
学
研
究
科
委
員

小
林
良
彰

田
中
　
　
宏

曽
根
　
泰
教
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